
 

（特定口座の源泉徴収あり・なしを変更される方） 

 

 

 

 

 

 

 

 



(書面‐2) 

特定口座源泉徴収選択届出書 

（兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始・終了届出書） 

 

記入日（西暦） 年   月   日 

tsumiki 証券株式会社 御中 

店舗ＮＯ  口座番号  

 

ご住所 

〒      ― 

 

お名前 

（フリガナ） 生年月日 

 

（西暦）    年   月   日 

お電話 

（日中のご連絡先） 

 （        ）         ― 

源泉徴収を選択する/選択しないのいずれかをチェックし、「適用開始年」をご指定ください。 

 

□源泉徴収を選択します 

私は、租税特別措置法第３７条の１１の４第１項及び地方税法第７１条の５１の規定の適用を受けた

いので、この旨お届けします。なお、この届出は、私から同規定の適用を受けることを取りやめたい旨

申し出ない限り、引続き提出があったものとして取扱ってください。 

また、貴社が支払いの取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上

場株式配当等勘定への受入れを依頼し、租税特別措置法第３７条の１１の６第１項の適用を受けたい

ので、同法第２項の規定に基づきこの旨届け出ます。 

□源泉徴収を選択しません 
私は、租税特別措置法第３７条の１１の４第１項及び地方税法第７１条の５１の規定の適用を受ける

ことを取りやめたいので、この旨お届けします。 

適用開始年 西暦          年 

 

■ご注意事項 必ずご確認のうえ、□に✔をお願いします。 

□ 本人確認書類（お名前・現住所・生年月日が確認できるもの）のコピーを同封しました。 

□ 適用開始年は本年または翌年を指定しました。（ご記入がない場合は最短の日程で設定いたします。） 

※コース変更は原則 1 年毎となり、変更された内容は翌年のお取引から反映されます。ただし、特定口座において年初より一度

も売却が行なわれていない場合、また、「源泉徴収」を選択しているお客様の特定口座にて分配金等の受入れが発生していな

い場合に限り、年の途中においてもコース変更は可能です。 

※年の途中で源泉徴収を選択した場合でも、コース変更後に支払われる分配金等は全て特定口座に受け入れられ、損益通算の対

象となります。 

 

【社用欄】 

特定口座を開設する 

金融商品取引業者等の店舗 

所在地 東京都中野区中野 4 丁目 3 番 2 号            

名称 tsumiki 証券株式会社 

本人確認書類の種類 □個人番号カード □運転免許証 □健康保険証 □その他（                ） 

受付日 受付者 入力者 確認者 責任者 手続き完了日  

 

/  / 
     

/  / 
 

備 考  
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